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材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社 髙梨

宣言日

事業場名　

 SafeworK 向上宣言

令和6年7月1日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業者責任者として、労働者が安全で快適に働くことが

できる職場づくりをします。

1. 毎日始まりと終わりの点呼を確実に行います。

2. 不安全作業がないように社内教育、職場環境を

4 改善します。

3. 運行指示書を作成し法令遵守の運行を行います。

私たち労働者は責任者の宣言に基づき、事故を起こさないよ

うに安全運転を行います。

1. 日々の点呼・アルコールチェックを確実に行い １ ま

す。

2.   責任者の運行指示通り行い、不具合が発生したときは報

連相を確実にします。


